
 

 

 

 

 

 
 

    

◇
宮
司
の
柴
田
で
す
。 

 

 

「
わ
が
く
に
は 

神
の
す
ゑ
な
り 

神
ま
つ
る 

 
 
 
 
 
 

昔
の
て
ぶ
り 
わ
す
る
な
よ
ゆ
め
」 

 

こ
れ
は
、
明
治
天
皇
様
が
、
明
治
四
十
三
年
に
お

詠
（
よ
）
み
に
な
ら
れ
た
御
製
（
ぎ
ょ
せ
い
）
で
す
。 

十
月
は
、
神
無
月
（
か
み
な
づ
き
）
と
言
わ
れ
ま
す

が
、「
無
（
な
）」
は
、
現
代
語
の
「
の
」
と
い
う
古

語
（
こ
ご
）
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
ま
さ
に
、「
神
の

月
」「
神
ま
つ
る
月
」
だ
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。 

今
月
は
、
宮
司
を
兼
ね
て
い
る
六
連
島
八
幡
宮
を
皮

切
り
に
、
田
の
首
八
幡
宮
、
さ
ら
に
は
、
本
務
で
あ

る
当
宮
の
例
祭
と
続
き
ま
す
。 

お
よ
そ
神
社
の
祭

り
は
、「
大
祭
式
（
た
い
さ
い
し
き
）」「
中
祭
式
（
ち

ゅ
う
さ
い
し
き
）」「
小
祭
式
（
し
ょ
う
さ
い
し
き
）」

に
分
け
ら
れ
、
こ
れ
に
属
（
ぞ
く
）
さ
な
い
祭
り
を

「
雑
祭
式
（
ざ
っ
さ
い
し
き
）」
と
し
て
い
ま
す
。 

そ
れ
ぞ
れ
、
祭
典
の
式
次
第
で
あ
る
祭
式
次
第
（
さ

い
し
き
し
だ
い
）
や
執
行
す
る
う
え
で
の
注
意
事
項

の
祭
儀
註
（
さ
い
ぎ
ち
ゅ
う
）
が
定
め
ら
れ
、
さ
ら

に
は
、
身
に
着
け
る
衣
装
（
い
し
ょ
う
）、
装
束
（
し

ょ
う
ぞ
く
）
ま
で
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

顔
写
真

を
変
更
し
ま
し
た
が
、
お
気
づ
き
に
な
ら
れ
ま
し
た 

     

で
し
ょ
う
か
。 

実
は
、「
大
祭
式
」
で
着
装
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
「
正
服
（
せ
い
ふ
く
）」
を
身
に

着
け
た
、
過
日
の
六
連
島
八
幡
宮
例
大
祭
の
時
の
写

真
で
す
。 

こ
の
一
年
に
一
度
の
例
大
祭
（
れ
い
た

い
さ
い
）
は
、
全
国
の
神
社
の
大
半
を
組
織
す
る
神

社
神
道
の
宗
教
団
体
で
あ
る
神
社
本
庁
よ
り
奉
（
た

て
ま
つ
）
ら
れ
る
「
幣
帛
料
（
へ
い
は
く
り
ょ
う
）」

を
御
神
前
に
お
供
え
を
す
る
、「
献
幣
ノ
儀
（
け
ん

ぺ
い
の
ぎ
）」
を
は
じ
め
、「
大
祭
式
」
に
則
（
の
っ

と
り
）
斎
行
（
さ
い
こ
う
）
す
る
重
要
な
厳
粛
な
る

お
祭
り
で
す
。 

明
後
日
の
例
大
祭
は
、
冒
頭
の
御

製
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
御
創
祀
（
ご
そ
う
し
）
八

百
五
十
二
年
の
「
手
振
り
」
を
、
遺
漏
（
い
ろ
う
）

な
く
御
奉
仕
申
し
上
げ
な
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

 
 

 

◇
東
日
本
大
震
災
か
ら
七
か
月
を
経
ま
し
た
が
、
こ

の
大
震
災
は
む
ろ
ん
の
事
、
七
月
の
新
潟
と
福
島
の

豪
雨
、
九
月
の
台
風
も
凄
（
す
さ
）
ま
じ
い
も
の
で

し
た
。 

自
然
災
害
の
脅
威
（
き
ょ
う
い
）
に
さ
ら

さ
れ
、
翻
弄
（
ほ
ん
ろ
う
）
さ
れ
て
、
心
身
と
も
に

打
ち
の
め
さ
れ
て
い
る
人
も
少
な
く
な
い
で
し
ょ

う
ね
。 

一
方
で
災
禍
（
さ
い
か
）
を
も
た
ら
し
て

な
お
、
季
節
の
移
ろ
い
に
姿
を
か
え
る
、
そ
の
自
然

の
美
し
さ
は
、
何
ら
か
わ
り
が
あ
り
ま
せ
ん
よ
ね
。 

が
れ
き
に
囲
ま
れ
た
水
田
に
、
黄
金
色
の
頭
を
垂
ら

し
て
い
る
稲
穂
の
よ
う
に
で
す
ね
。 

物
理
学
者
の

寺
田
寅
彦
さ
ん
は
、
日
本
の
国
を
、「
厳
父
（
げ
ん

ぷ
）
の
厳
（
げ
ん
）
と
慈
母
（
じ
ぼ
）
の
慈
（
じ
）

と
の
配
合
よ
ろ
し
き
を
得
た
国
柄
」
と
お
っ
し
ゃ
い

ま
し
た
。 

ま
さ
し
く
、
災
害
の
「
厳
」
と
、
季
節

の
移
ろ
い
の
「
慈
」
を
併
せ
持
っ
た
国
柄
で
あ
る
と

い
う
事
を
改
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
ま
す
よ
ね
。 

 

さ
ら
に
述
べ
れ
ば
、
自
然
と
人
間
の
関
係
は
、
け

っ
し
て
対
等
で
は
な
く
、
人
間
が
一
方
的
に
自
然
に

包
み
こ
ま
れ
て
い
る
と
い
う
関
係
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。 

そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
大
自
然
へ
の
畏

敬
（
い
け
い
）
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
し
、
恵
み

に
感
謝
を
捧
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。 

大
自
然
に
折
り
合
い
つ
つ
、
大
自
然
に
添
っ
て
生
き

て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。 

そ
し
て
、

そ
れ
こ
そ
が
、
人
間
も
、
大
自
然
の
一
員
で
あ
る
こ

と
の
証
（
あ
か
し
）
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

実
は
、
そ
の
事
を
確
認
す
る
重
儀
（
じ
ゅ
う
ぎ
）
が
、

一
年
に
一
度
斎
行
す
る
例
大
祭
だ
と
思
う
の
で
す
。 

◇
明
後
日
の
例
大
祭
は
、
午
前
十
時
半
か
ら
一
時
間

半
も
の
長
時
間
に
わ
た
る
お
祭
り
で
す
。
祭
り
と
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
「
神
」
を
マ
ツ
ル
こ
と
で
あ
り
ま

す
が
、
普
段
見
え
な
い
「
神
」
が
出
現
さ
れ
る
事
を

「
待
つ
（
マ
ツ
）」
意
味
と
、
出
現
さ
れ
た
「
神
」

に
奉
仕
す
る
（
マ
ツ
ラ
ウ
）
意
味
を
含
ん
で
い
ま
す
。 
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「
待
つ
」
と
い
う
こ
と
は
、
神
様
の
御
加
護
（
ご
か

ご
）
を
心
か
ら
感
謝
し
誠
の
心
を
捧
げ
る
こ
と
で
す

ね
。 
「
奉
仕
す
る
（
マ
ツ
ラ
ウ
）」
意
味
は
、
こ

れ
ま
で
の
自
分
を
か
え
り
み
、
我
々
の
力
で
は
ど
う

し
て
も
解
決
で
き
な
い
こ
と
を
お
祈
り
す
る
の
で

す
。 

そ
し
て
、
明
日
か
ら
の
生
活
に
よ
り
潤
（
う

る
お
）
い
と
張
り
を
も
っ
て
前
向
き
に
、
眼
前
（
が

ん
ぜ
ん
）
に
立
ち
あ
ら
わ
れ
く
る
出
来
事
に
、
そ
の

道
の
り
は
、
た
と
え
険
し
く
と
も
、
神
様
か
ら
守
ら

れ
て
い
る
事
を
信
じ
、
積
極
果
敢
に
取
り
組
む
事
を

誓
う
の
で
す
。 

未
来
が
、
神
様
と
人
が
、
真
に
釣

合
っ
て
い
る
状
態
、「
真
釣
（
ま
つ
）
り
」
を
祈
る
、

こ
れ
が
、
三
つ
め
の
「
祭
り
」
の
意
味
で
す
。 

◇
今
、
日
本
は
、
諸
事
（
し
ょ
じ
）
が
、「
非
常
事

態
」
あ
る
い
は
、「
正
念
場
」
を
迎
え
て
い
る
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。 

明
治
の
近
代
化
が
、
伝
統
へ
の

回
帰
（
か
い
き
）
か
ら
始
ま
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
「
正

念
場
」
か
ら
の
脱
却
（
だ
っ
き
ゃ
く
）
は
、
じ
っ
く

り
と
大
切
に
神
社
神
道
に
伝
え
根
づ
い
た
、
先
祖
の

生
活
の
知
恵
で
あ
る
「
祭
り
」
の
三
つ
の
意
味
に
学

ぶ
べ
き
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

冒
頭
の

御
製
に
も
、「
神
の
す
ゑ
」
と
あ
り
ま
す
、
わ
れ
わ

れ
は
、
神
の
子
孫
な
の
で
す
か
ら
。 

明
後
日
の
例

大
祭
が
、「
後
（
あ
と
）
の
祭
り
」
に
な
ら
な
い
よ

う
、
し
っ
か
り
お
つ
と
め
し
ま
す
。 

皆
様
方
の
生

活
が
、
幸
せ
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
、「
真
釣
り
」
で
あ

り
ま
す
よ
う
に
、
心
か
ら
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

◇
九
月
の
祭
典
行
事
報
告 

 

▼
月
次
祭 

＊
九
月
一
日
、
十
五
日 

 

▼
若
宮
祭 

＊
九
月
十
日
～
十
一
日 

 

▼
福
浦
金
刀
比
羅
宮
月
次
祭 

＊
九
月
十
日 

 
 

※
左
の
上
の
写
真 

 

▼
福
岡
県
神
社
庁
八
幡
支
部
参
拝
＊
九
月
十
二
日 

 
 

※
左
の
下
の
写
真 

 
 
 

 

 

▼
朝
粥
会 

＊
九
月
二
十
一
日 

 
 

※
下
関
市
倫
理
法
人
会
も
モ
ー
ニ
ン
グ
セ
ミ
ナ

ー
と
し
て
参
加
さ
れ
ま
し
た 

 

▼
秋
季
祖
霊
祭 

＊
九
月
二
十
三
日 

 
 

※
家
の
宗
旨
が
神
道
の
家
の
合
同
の
祖
霊
祭 

 

▼
貴
布
禰
神
社
例
祭 

 

＊
九
月
二
十
二
日
～
二
十
三
日 

◇
十
月
の
祭
典
行
事
予
定
（
報
告
も
含
む
） 

▼
六
連
島
八
幡
宮
例
祭 

＊
十
月
四
日
～
五
日 

 

▼
田
の
首
八
幡
宮
例
祭 

＊
十
月
八
日
～
九
日 

▼
月
次
祭
、
明
神
社
例
祭 

 

＊
十
月
十
五
日 

 

▼
本
宮
例
大
祭 

＊
十
月
十
五
日
～
十
六
日 

 

▼
神
宮
神
嘗
祭
当
日
祭 

＊
十
月
十
七
日 

 

 

▼
舞
子
島
八
幡
宮
例
祭 

▼
朝
粥
会 

＊
十
月
二
十
一
日 

 

▼
観
月
祭 

＊
十
月
三
十
日 

◇
十
月
の
宮
司
の
行
事
会
議
等 

 
 

▼
当
宮
関
係
団
体 

 
 
  

◇
敬
神
婦
人
会
清
掃
奉
仕
作
業 

＊
十
月
九
日 

 
 

◇
敬
神
婦
人
会
役
員
会 

＊
十
月
十
四
日 

 
 

◇
無
形
民
俗
文
化
財
「
サ
イ
上
り
神
事
」
練
習 

 
 
 

＊
十
月
十
日 

 
 

◇
秋
祭
説
明
会 

＊
十
月
十
一
日 

▼
山
口
県
神
社
庁
並
び
に
下
関
支
部
関
係 

 

◇
役
員
会 

 
 

＊
十
月
十
九
日 

 

◇
支
部
長
事
務
局
長
会
議  

＊
十
月
二
十
日 

▼
西
ロ
ー
タ
ー
リ
ー
ク
ラ
ブ 

 
 

◇
例
会 

＊
十
月
十
九
日
、
二
十
六
日 

 
 

◇
メ
ー
キ
ャ
ッ
プ  

＊
十
月
七
日
、
十
四
日
、
十
七
日 

▼
講
演
活
動 

 

◇
宮
司
講
和
会 

＊
十
月
一
日  

※
次
回
は
、
十
一
月
一
日
！ 

 

◇
山
銀
彦
島
は
っ
て
ん
く
ら
ぶ 

 

 
 
 

＊
十
月
十
二
日 

▼
そ
の
他 

 

◇
人
権
擁
護
委
員
研
修 

＊
十
月
六
日 

 

◇
日
本
会
議
下
関
理
事
会 

＊
十
月
十
八
日 

 

◇
経
友
会
西
山
支
部
例
会 

＊
十
月
二
十
二
日 


